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検 索

～  新しい夢の『はじまり』を創るために  ～

　

納
期
限
は
11
月
30
日（
月
）で
す

個
人
事
業
税
２
期
分

問
兵
庫
県
淡
路
県
民
局 

洲
本
県
税
事
務
所 

☎
26
・
２
０
３
２

※
納
税
は
便
利
で
安
全
、
確
実
な
口
座
振
替
で
！

　 　

国
民
年
金
保
険
料
は
、所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
平
成

27
年
１
月
か
ら
12
月
末
ま
で
に
納

め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す（
過

去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険

料
も
含
ま
れ
ま
す
）。ま
た
、配
偶
者

や
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
も
合
わ
せ
て

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
控
除
を
受
け
る
に
は
、領
収

証
書
な
ど
の
、納
付
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、平
成
27
年
１
月
１
日

か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人
は
、

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」が
日
本
年

金
機
構
よ
り
11
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、年
末
調
整
や
確
定
申

告
に
は
、必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は

領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
人
は
、翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年

金
は
、老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の

事
故
な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強

い
味
方
と
な
る
年
金
で
す
。保
険

料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
キ
チ

ン
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

問
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
・
０
５
８
・
５
５
５

年
金
相
談

日
時 

12
月
４
日
（
金
）

　

午
前
11
時
～
午
後
３
時

場
所　

市
役
所
第
２
別
館

　
　
　

 

多
目
的
ホ
ー
ル

※
要
予
約
・
先
着
24
人

問
市
民
課
☎
43
・
５
２
１
２

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
！

　 　

交
通
災
害
共
済
は
年
額
５
０
０

円
で
交
通
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
し

て
共
済
見
舞
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

加
入
資
格　

南
あ
わ
じ
市
に
お
住

ま
い
の
人
、
ま
た
は
、
南
あ
わ
じ

市
に
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
人

見
舞
金
対
象
事
故　

道
路
上
で

自
動
車
や
自
転
車
等
に
乗
っ
て
い

る
時
の
衝
突
な
ど
に
よ
る
事
故
、

ま
た
は
歩
行
中
こ
れ
ら
の
乗
り
物

に
は
ね
ら
れ
た
り
し
た
場
合
。

見
舞
金
額　

治
療
実
日
数
３
日

以
上
の
傷
害
に
４
万
円
、
７
日

以
上
の
傷
害
に
５
万
円
、
死
亡

事
故
に
１
０
０
万
円
な
ど
が
支

払
わ
れ
ま
す
。

申
込
開
始 

11
月
中
旬
以
降
か
ら

共
済
掛
金　

　

年
額
５
０
０
円（
１
人
あ
た
り
）

申
込
方
法　

加
入
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
掛
金
を
添
え
て

危
機
管
理
課（
市
役
所
本
館
３
階
）

ま
た
は
沼
島
出
張
所
に
提
出
。

※
申
込
書
は
危
機
管
理
課
に
設
置

※
平
成
27
年
度
に
加
入
し
た
人
は

兵
庫
県
市
町
交
通
共
済
組
合

よ
り
11
月
中
旬
頃
に
申
込
書

が
郵
送
さ
れ
ま
す

※
平
成
27
年
度
に
口
座
振
替
で
加

入
し
た
人
や
口
座
振
替
手
続

き
が
完
了
し
て
い
る
人
は
、
加

入
内
容
に
変
更
が
無
け
れ
ば

手
続
き
は
不
要
で
す

問
危
機
管
理
課
☎
43
・
５
２
０
３

平
成
28
年
度 

市
町
交
通
災
害
共
済
加
入
募
集

　 　

被
害
に
あ
わ
れ
た
人
や
そ
の
ご

家
族
な
ど
の
精
神
的
な
不
安
を
軽

く
す
る
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

☎
０
１
２
０・３
３
８・２
７
４

　

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
45
分

犯
罪
被
害
者

問
南
あ
わ
じ
警
察
署 

   

☎
42
・
０
１
１
０

兵
庫
県
警
察
被
害
者
支
援
室

（
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

相
談
窓
口

　 　

市
内
の
道
路
、
河
川
、
公

園
等
公
共
的
な
場
所
の
ポ
イ

捨
て
ゴ
ミ
等
の
回
収
を
実
施

し
ま
す
。
全
島
一
斉
清
掃
に

積
極
的
な
ご
参
加
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
環
境
課
☎
43
・
５
２
１
４

11
月
８
日
（
日
）

全
島
一
斉
清
掃
の
日

　 　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
は

消
費
税
率
引
上
げ
の
影
響
等
を
踏
ま

え
、
子
育
て
世
帯
に
臨
時
特
例
的
な

給
付
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の

で
、
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当

を
受
給
さ
れ
る
人
が
対
象
で
す
。

※
受
付
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

受
付
期
限 

12
月
1
日（
火
）

※
平
成
27
年
度
の
児
童
手
当
現
況

届
を
提
出
さ
れ
た
人
は
申
請

は
不
要
で
す

※
公
務
員
で
未
申
請
の
人
は
所
属

庁
の
証
明
を
受
け
た
申
請
書
を

市
役
所
窓
口
へ
提
出
し
て
下
さ
い

問
子
育
て
支
援
課
☎
43
・
５
２
１
９

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　 　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

は
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
況
届
に
よ
っ
て
引
き
続
き
手

当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確

認
し
、
児
童
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　

未
提
出
の
場
合
は
６
月
分
以
降

の
児
童
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課
☎
43
・
５
２
１
９

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

　 　

広
報
10
月
号
10
頁
で
掲
載
し
ま

し
た
「
10
月
は
土
地
月
間
で
す
」

の
記
事
で
「
県
や
市
に
一
定
面
積

以
上
の
土
地
の
買
取
を
希
望
す
る

場
合
」
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

詳
し
く
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
土
地

の
買
取
申
出
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
区
域
内
の
２
０
０
㎡

以
上
の
土
地
に
つ
い
て
、
地
方
公

共
団
体
に
土
地
の
買
取
り
を
希
望

す
る
場
合
は
、
市
に
申
し
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
土
地
が
公
共
施
設
の
整
備

な
ど
に
必
要
な
も
の
と
判
断
さ
れ

ま
す
と
、
県
や
市
が
土
地
の
所
有

者
と
協
議
を
行
い
、
合
意
に
達
す

れ
ば
そ
の
土
地
の
買
取
を
行
い
ま

す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
、
ご
相
談
は
、

　

都
市
計
画
課
ま
で

問
都
市
計
画
課
☎
43
・
５
２
２
７

土
地
の
買
取
申
出
に
つ
い
て

　

３
団
体
が
旧
緑
庁
舎
で
業
務
を
開
始
し
ま
し
た

　

次
の
３
団
体
が
10
月
中
に
市
役

所
旧
緑
庁
舎
へ
事
務
所
を
移
転
し

て
業
務
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

◆
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
本
部

　

☎
42
・
５
３
３
９
（
代
表
）

　
　

ま
た
は
☎
42
・
０
０
１
２

　
（
移
転
に
伴
い
、
三
原
事
業
所
、

　

広
田
事
業
所
、
西
淡
窓
口
、
福

　

良
事
業
所
が
統
合
し
ま
し
た
）

◆
淡
路
森
林
組
合

　

☎
53
・
６
４
５
６

◆
兵
庫
県
玉
葱
協
会

　

☎
42
・
０
１
６
２

　

ま
た
、社
会
福
祉
協
議
会
の
本
部

お
よ
び
み
ど
り
支
部
は
、引
き
続
き

旧
緑
庁
舎
で
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
社
会
福
祉
協
議
会
本
部
お
よ
び

　

み
ど
り
支
部
☎
44
・
３
０
０
７

※
せ
い
だ
ん
、
み
は
ら
、
な
ん
だ

ん
支
部
の
各
事
業
所
は
11
月
中

に
、
介
護
保
険
事
業
、
障
が
い

福
祉
部
門
は
年
内
に
、
市
役
所

旧
緑
庁
舎
へ
移
転
予
定
で
す

　 　

10
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
実

施
し
ま
し
た
平
成
27
年
国
勢
調
査

に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

　

調
査
結
果
は
各
種
行
政
施
策
に

活
用
い
た
し
ま
す
。

　

速
報
結
果
は
平
成
28
年
２
月
頃

に
公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

問
秘
書
課
☎
43
・
５
２
０
４

国
勢
調
査
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

◆
【
団
体
の
移
転
先
】

　

南
あ
わ
じ
市
旧
緑
庁
舎

　
　
（
広
田
広
田
１
０
６
４
番
地
）

問
管
財
課
☎
43
・
５
２
１
０


